
児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和６年３月26日

静 岡 県 知 事 川 勝 平 太

静岡県規則第６号

児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する規則の一部を改正する規則

児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する規則（平成25年静岡県規則第14号）の一部を次のように改正

する。

改正前 改正後

目次

第１章～第14章 （略）

第15章 雑則（第108条）

附則

（安全計画の策定等）

第２条の３ 児童福祉施設（助産施設、児童遊

園及び児童家庭支援センターを除く。以下こ

の条及び次条において同じ。）は、児童の安全

の確保を図るため、当該児童福祉施設の設備

の安全点検、職員、児童等に対する施設外で

の活動、取組等を含めた児童福祉施設での生

活その他の日常生活における安全に関する指

導、職員の研修及び訓練その他児童福祉施設

における安全に関する事項についての計画

（以下この条において「安全計画」という。）

を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を

講じなければならない。

２～４ （略）

（入所した者及び職員の健康診断）

第11条 児童福祉施設（児童厚生施設及び児童

家庭支援センターを除く。第４項を除き、以

下この条において同じ。）の長は、入所した者

（以下この条において「入所者」という。）に

対し、入所時の健康診断、少なくとも１年に

２回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、

学校保健安全法（昭和33年法律第56号）に規

目次

第１章～第14章 （略）

第15章 里親支援センター（第108条―第113

条）

第16章 雑則（第114条）

附則

（安全計画の策定等）

第２条の３ 児童福祉施設（助産施設、児童遊

園、児童家庭支援センター及び里親支援セン

ターを除く。以下この条及び次条において同

じ。）は、児童の安全の確保を図るため、当該

児童福祉施設の設備の安全点検、職員、児童

等に対する施設外での活動、取組等を含めた

児童福祉施設での生活その他の日常生活にお

ける安全に関する指導、職員の研修及び訓練

その他児童福祉施設における安全に関する事

項についての計画（以下この条において「安

全計画」という。）を策定し、当該安全計画に

従い必要な措置を講じなければならない。

２～４ （略）

（入所した者及び職員の健康診断）

第11条 児童福祉施設（児童厚生施設、児童家

庭支援センター及び里親支援センターを除

く。第４項を除き、以下この条において同

じ。）の長は、入所した者に対し、入所時の健

康診断、少なくとも１年に２回の定期健康診

断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法

（昭和33年法律第56号）に規定する健康診断



定する健康診断に準じて行わなければならな

い。

２～４ （略）

（自立支援計画の策定）

第28条 乳児院の長は、第26条第１項の目的を

達成するため、入所中の個々の乳幼児につい

て、乳幼児やその家庭の状況等を勘案して、

その自立を支援するための計画を策定しなけ

ればならない。

（関係機関との連携）

第30条 乳児院の長は、児童相談所及び必要に

応じ児童家庭支援センター、児童委員、保健

所、市町村保健センター等関係機関と密接に

連携して乳幼児の養育及び家庭環境の調整に

当たらなければならない。

（自立支援計画の策定）

第36条 母子生活支援施設の長は、前条の目的

を達成するため、入所中の個々の母子につい

て、母子やその家庭の状況等を勘案して、そ

の自立を支援するための計画を策定しなけれ

ばならない。

（関係機関との連携）

第39条 母子生活支援施設の長は、福祉事務

所、母子・父子自立支援員、児童の通学する

学校、児童相談所、母子・父子福祉団体及び

公共職業安定所並びに必要に応じ児童家庭支

援センター、婦人相談所等関係機関と密接に

連携して、母子の保護及び生活支援に当たら

なければならない。

に準じて行わなければならない。

２～４ （略）

（自立支援計画の策定）

第28条 乳児院の長は、第26条第１項の目的を

達成するため、入所中の個々の乳幼児につい

て、年齢、発達の状況その他の当該乳幼児の

事情に応じ意見聴取その他の措置をとること

により、乳幼児の意見又は意向、乳幼児やそ

の家庭の状況等を勘案して、その自立を支援

するための計画を策定しなければならない。

（関係機関との連携）

第30条 乳児院の長は、児童相談所及び必要に

応じ児童家庭支援センター、里親支援センタ

ー、児童委員、保健所、市町村保健センター

等関係機関と密接に連携して乳幼児の養育及

び家庭環境の調整に当たらなければならな

い。

（自立支援計画の策定）

第36条 母子生活支援施設の長は、前条の目的

を達成するため、入所中の個々の母子につい

て、年齢、発達の状況その他の当該母子の事

情に応じ意見聴取その他の措置をとることに

より、母子それぞれの意見又は意向、母子や

その家庭の状況等を勘案して、その自立を支

援するための計画を策定しなければならな

い。

（関係機関との連携）

第39条 母子生活支援施設の長は、福祉事務

所、母子・父子自立支援員、児童の通学する

学校、児童相談所、母子・父子福祉団体及び

公共職業安定所並びに必要に応じ児童家庭支

援センター、里親支援センター、女性相談支

援センター等関係機関と密接に連携して、母

子の保護及び生活支援に当たらなければなら

ない。



（自立支援計画の策定）

第58条 児童養護施設の長は、第56条の目的を

達成するため、入所中の個々の児童につい

て、児童やその家庭の状況等を勘案して、そ

の自立を支援するための計画を策定しなけれ

ばならない。

（関係機関との連携）

第61条 児童養護施設の長は、児童の通学する

学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家

庭支援センター、児童委員、公共職業安定所

等関係機関と密接に連携して児童の指導及び

家庭環境の調整に当たらなければならない。

（自立支援計画の策定）

第90条 児童心理治療施設の長は、前条第１項

の目的を達成するため、入所中の個々の児童

について、児童やその家庭の状況等を勘案し

て、その自立を支援するための計画を策定し

なければならない。

（関係機関との連携）

第93条 児童心理治療施設の長は、児童の通学

する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児

童家庭支援センター、児童委員、保健所、市

町村保健センター等関係機関と密接に連携し

て児童の指導及び家庭環境の調整に当たらな

ければならない。

（自立支援計画の策定）

第100条 児童自立支援施設の長は、前条第１項

の目的を達成するため、入所中の個々の児童

について、児童やその家庭の状況等を勘案し

て、その自立を支援するための計画を策定し

なければならない。

（自立支援計画の策定）

第58条 児童養護施設の長は、第56条の目的を

達成するため、入所中の個々の児童につい

て、年齢、発達の状況その他の当該児童の事

情に応じ意見聴取その他の措置をとることに

より、児童の意見又は意向、児童やその家庭

の状況等を勘案して、その自立を支援するた

めの計画を策定しなければならない。

（関係機関との連携）

第61条 児童養護施設の長は、児童の通学する

学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家

庭支援センター、里親支援センター、児童委

員、公共職業安定所等関係機関と密接に連携

して児童の指導及び家庭環境の調整に当たら

なければならない。

（自立支援計画の策定）

第90条 児童心理治療施設の長は、前条第１項

の目的を達成するため、入所中の個々の児童

について、年齢、発達の状況その他の当該児

童の事情に応じ意見聴取その他の措置をとる

ことにより、児童の意見又は意向、児童やそ

の家庭の状況等を勘案して、その自立を支援

するための計画を策定しなければならない。

（関係機関との連携）

第93条 児童心理治療施設の長は、児童の通学

する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児

童家庭支援センター、里親支援センター、児

童委員、保健所、市町村保健センター等関係

機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環

境の調整に当たらなければならない。

（自立支援計画の策定）

第100条 児童自立支援施設の長は、前条第１項

の目的を達成するため、入所中の個々の児童

について、年齢、発達の状況その他の当該児

童の事情に応じ意見聴取その他の措置をとる

ことにより、児童の意見又は意向、児童やそ



（関係機関との連携）

第103条 児童自立支援施設の長は、児童の通学

する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児

童家庭支援センター、児童委員、公共職業安

定所等関係機関と密接に連携して児童の指導

及び家庭環境の調整に当たらなければならな

い。

（支援を行うに当たって遵守すべき事項）

第107条 （略）

２ 児童家庭支援センターにおいて、児童相談

所、福祉事務所、児童福祉施設、民生委員、

児童委員、母子・父子自立支援員、母子・父

子福祉団体、公共職業安定所、婦人相談員、

保健所、市町村保健センター、精神保健福祉

センター、学校等との連絡調整を行うに当た

っては、その他の支援を迅速かつ的確に行う

ことができるよう円滑にこれを行わなければ

ならない。

３ （略）

の家庭の状況等を勘案して、その自立を支援

するための計画を策定しなければならない。

（関係機関との連携）

第103条 児童自立支援施設の長は、児童の通学

する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児

童家庭支援センター、里親支援センター、児

童委員、公共職業安定所等関係機関と密接に

連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当

たらなければならない。

（支援を行うに当たって遵守すべき事項）

第107条 （略）

２ 児童家庭支援センターにおいて、児童相談

所、福祉事務所、児童福祉施設、民生委員、

児童委員、母子・父子自立支援員、母子・父

子福祉団体、公共職業安定所、女性相談支援

員、保健所、市町村保健センター、精神保健

福祉センター、学校等との連絡調整を行うに

当たっては、その他の支援を迅速かつ的確に

行うことができるよう円滑にこれを行わなけ

ればならない。

３ （略）

第15章 里親支援センター

（設備の基準）

第108条 里親支援センターには、事務室、相談

室等の里親及び里親に養育される児童並びに

里親になろうとする者（次条第３項第３号に

おいて「里親等」という。）が訪問できる設備

その他事業を実施するために必要な設備を設

けなければならない。

（職員）

第109条 里親支援センターには、里親制度等普

及促進担当者、里親等支援員及び里親研修等

担当者を置かなければならない。

２ 里親制度等普及促進担当者は、次の各号の

いずれかに該当する者でなければならない。

(1) 法第13条第３項各号のいずれかに該当す



る者

(2) 里親として５年以上の委託児童（法第27

条第１項第３号の規定により里親に委託さ

れた児童をいう。以下この条及び次条第２

号において同じ。）の養育の経験を有する者

又は小規模住居型児童養育事業の養育者等

（児童福祉法施行規則第１条の10に規定す

る養育者等をいう。以下この条及び次条に

おいて同じ。）若しくは児童養護施設、乳児

院、児童心理治療施設若しくは児童自立支

援施設の職員として、児童の養育に５年以

上従事した者であって、里親制度その他の

児童の養育に必要な制度への理解及びソー

シャルワークの視点を有する者

(3) 里親制度その他の児童の養育に必要な制

度の普及促進及び新たに里親になることを

希望する者の開拓に関して、知事が前２号

に該当する者と同等以上の能力を有すると

認める者

３ 里親等支援員は、次の各号のいずれかに該

当する者でなければならない。

(1) 法第13条第３項各号のいずれかに該当す

る者

(2) 里親として５年以上の委託児童の養育の

経験を有する者又は小規模住居型児童養育

事業の養育者等若しくは児童養護施設、乳

児院、児童心理治療施設若しくは児童自立

支援施設の職員として、児童の養育に５年

以上従事した者であって、里親制度その他

の児童の養育に必要な制度への理解及びソ

ーシャルワークの視点を有する者

(3) 里親等への支援の実施に関して、知事が

前２号に該当する者と同等以上の能力を有

すると認める者

４ 里親研修等担当者は、次の各号のいずれか

に該当する者でなければならない。



(1) 法第13条第３項各号のいずれかに該当す

る者

(2) 里親として５年以上の委託児童の養育の

経験を有する者又は小規模住居型児童養育

事業の養育者等若しくは児童養護施設、乳

児院、児童心理治療施設若しくは児童自立

支援施設の職員として、児童の養育に５年

以上従事した者であって、里親制度その他

の児童の養育に必要な制度への理解及びソ

ーシャルワークの視点を有する者

(3) 里親及び里親になろうとする者への研修

の実施に関して、知事が前２号に該当する

者と同等以上の能力を有すると認める者

（里親支援センターの長の資格等）

第110条 里親支援センターの長は、次の各号の

いずれかに該当し、かつ、法第11条第４項に

規定する里親支援事業の業務の十分な経験を

有する者であって、里親支援センターを適切

に運営する能力を有するものでなければなら

ない。

(1) 法第13条第３項各号のいずれかに該当す

る者

(2) 里親として５年以上の委託児童の養育の

経験を有する者又は小規模住居型児童養育

事業の養育者等若しくは児童養護施設、乳

児院、児童心理治療施設若しくは児童自立

支援施設の職員として、児童の養育に５年

以上従事した者であって、里親制度その他

の児童の養育に必要な制度への理解及びソ

ーシャルワークの視点を有する者

(3) 知事が前２号に該当する者と同等以上の

能力を有すると認める者

（里親支援）

第111条 里親支援センターにおける支援は、里

親制度その他の児童の養育に必要な制度の普

及促進、新たに里親になることを希望する者



備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附 則

この規則は、令和６年４月１日から施行する。

第15章 雑則

（電磁的記録）

第108条 （略）

の開拓、里親、小規模住居型児童養育事業に

従事する者及び里親になろうとする者への研

修の実施、法第27条第１項第３号の規定によ

る児童の委託の推進、里親、小規模住居型児

童養育事業に従事する者、里親又は小規模住

居型児童養育事業に従事する者に養育される

児童及び里親になろうとする者への支援その

他の必要な支援を包括的に行うことにより、

里親に養育される児童が心身ともに健やかに

育成されるよう、その最善の利益を実現する

ことを目的として行わなければならない。

（業務の質の評価等）

第112条 里親支援センターは、自らその行う法

第44条の３第１項に規定する業務の質の評価

を行うとともに、定期的に外部の者による評

価を受けて、それらの結果を公表し、常にそ

の改善を図らなければならない。

（関係機関との連携）

第113条 里親支援センターの長は、都道府県、

市町村、児童相談所及び里親に養育される児

童の通学する学校並びに必要に応じ児童福祉

施設、児童委員等関係機関と密接に連携し

て、里親等への支援に当たらなければならな

い。

第16章 雑則

（電磁的記録）

第114条 （略）


